
●大断面集成材や特注金物をなるべく用いずより簡易な計算で対応するための構造計画

●中大規模木造建築物の構造材・加工

●中大規模木造建築物の工法・標準図

●モデルプランと建設コスト試算

公益社団法人　日本建築士会連合会　中大規模木造建築物普及タスクフォース主査

一般社団法人　中大規模木造プレカット技術協会　代表理事

東京大学大学院農学生命科学研究科教授

和歌山市茶屋ノ丁2-1和歌山市茶屋ノ丁2-1和歌山市茶屋ノ丁2-1和歌山市茶屋ノ丁2-1

ＴＥＬ　073-432-1795ＴＥＬ　073-432-1795ＴＥＬ　073-432-1795ＴＥＬ　073-432-1795

受付№

ＦＡＸ：０７３-４３３-２７７２ＦＡＸ：０７３-４３３-２７７２ＦＡＸ：０７３-４３３-２７７２ＦＡＸ：０７３-４３３-２７７２

　　　　　　　　　　【主催】　一般社団法人　和歌山県建築士会

　　　　　　　　　　【共催】　公益社団法人　日本建築士会連合会

中大規模木造建築物の設計者養成講習会　申込書兼受講票

講師／稲山正弘

ＦＡＸ番号 受講票の送信先（　　　　　　　）　　　　　　　　－　　　　　　　　□勤務先　　□自宅

受講料

□建築士会会員＝３，０００円

□会員外＝５，０００円

                   １２：３０～受付　１３：００～１６：３０（途中休憩有り）　                   １２：３０～受付　１３：００～１６：３０（途中休憩有り）　                   １２：３０～受付　１３：００～１６：３０（途中休憩有り）　                   １２：３０～受付　１３：００～１６：３０（途中休憩有り）　

フリガナ

お名前

勤務先

ＴＥＬ番号

勤務先名

所在地　　　　　〒　　　　　－

（又は自宅住所）

※記入不要

　　　　　　　　　 　（　　　　　　　）　　　　　　　　－　　　　　　　　□勤務先　　□自宅

○申込方法／申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ又はメールにてお申込みください。

　　　　　　　　　受講料は下記口座にお振込みいただくか、事務局にてお支払い下さい。

○申込・問合／（一社）和歌山県建築士会事務局（一社）和歌山県建築士会事務局（一社）和歌山県建築士会事務局（一社）和歌山県建築士会事務局

                     ＴＥＬ：０７３－４２３－２５６２　　ＦＡＸ：０７３－４３３－２７７２ＴＥＬ：０７３－４２３－２５６２　　ＦＡＸ：０７３－４３３－２７７２ＴＥＬ：０７３－４２３－２５６２　　ＦＡＸ：０７３－４３３－２７７２ＴＥＬ：０７３－４２３－２５６２　　ＦＡＸ：０７３－４３３－２７７２

                     Ｅ‐mail   info@wakayama-aba.jp                     Ｅ‐mail   info@wakayama-aba.jp                     Ｅ‐mail   info@wakayama-aba.jp                     Ｅ‐mail   info@wakayama-aba.jp

　　　　　　　　　入金確認後、受講票を送付いたします。

　　　　　　　　　【振込先】紀陽銀行　本店営業部　普通　３１９０１５　一般社団法人和歌山県建築士会

講習日／平成２８年９月１４日（水）

会場／和歌山県自治会館

○定　員／９０名　※定員になり次第、締切らせていただきます。　申込み締切は9月2日（金）です。

○受講料／建築士会会員３，０００円、会員外５，０００円（税込・テキスト代含む）

●中大規模木造建築物普及の課題・種類・実例紹介・計画手順

●流通材の木を現しで用いた中大規模木造のための防耐火計画

                                       １６：３０～１６：４０<質疑応答>                                       １６：３０～１６：４０<質疑応答>                                       １６：３０～１６：４０<質疑応答>                                       １６：３０～１６：４０<質疑応答>

構造用製材（地域材）の調達が難しいことなどから木造化がなかなか推進されていないことが現状です。

そこで、本講習では、平成27年3月に改定された「ＪＩＳ　Ａ3301木造校舎の構造設計標準」の考え方に基づき

流通材とプレカットを活用して、意匠設計者でも比較的容易に且つ経済的・合理的に低層系中大規模木造建築

是非この機会にご受講くださいますようご案内いたします。

中大規模木造建築物の設計者養成講習会

「公共建築物の木材利用促進法」が2010年に施行され、低層の公共建築物などは原則として木造化、木質化

することが義務付られましたが、ＲＣ造、Ｓ造よりも割高のコスト、防耐火に係る複雑な法規、品質管理された

をつくるための設計手法を学んでいただき活用していただくことを目的として開催するものです。


